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船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成２４年３月２２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２２年６月１０日 ０６時００分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市比田勝港北東方沖 

対馬市所在の舌埼
したさき

灯台から真方位０９０°１.２海里付近 

（概位 北緯３４°４１.０′ 東経１２９°３１.０′） 

インシデント調査の経過 

 

 

平成２３年９月１２日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 第十八明 神
みょうじん

丸、１６トン  

ＮＳ２－１４９２３（漁船登録番号）、有限会社網代まき網 

１５.８３ｍ（Lr）×４.０２ｍ×１.５６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４７０kＷ、平成２年２月１０日 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成１２年５月１９日 

 免許証交付日 平成２３年５月２３日 

        （平成２８年６月１１日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 主機２番シリンダのピストン及びシリンダライナの焼付き割損、連接棒ボ

ルト折損、連接棒打痕変形、シリンダブロック左舷側一部割損 

インシデントの経過  本船は、６隻で構成される中型まき網漁業船団の運搬船であり、船長ほ

か１人が乗り組み、比田勝港北方沖で操業を行い、ほぼ満載の漁獲物約１

０.８ｔを積載して主機を回転数毎分（rpm）約１,７００～１,８００にか

け、過給機タービン入口で排気温度が約６００℃で帰航中、平成２２年６

月１０日０６時００分ごろ、主機が、異常な振動音に続いて大音を発して

停止した。 

 本船は、船長が機関室を点検したところ、主機２番シリンダの連接棒が

シリンダブロックを突き破っていたので、主機の運転を諦めて救助を依頼

し、僚船にえい
．．

航されて比田勝港に帰港した。  

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

その他の事項 主機は、１番～３番シリンダのシリンダブロック左舷側がクランクケー

スカバーを含めて割損し、２番シリンダのピストンが焼き付いて同ピスト

ンのピストンピンから下方部分及びシリンダライナ（以下「ライナ」とい

う。）左舷側下端の一部が割損していた。 
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 本船は、ふだん、主機を約１,０００～１,２００rpmにかけて出漁し、漁

場を移動しないときは主機を停止せずに約６００rpm の無負荷運転として

おり、帰航する際は、漁獲物がほぼ満載であるために主機に負荷がかかる

ものの、回転数を連続最大回転数（１,９４０rpm）近くまで上げて約１,７

００～１,８００rpmとしていた。 

本船の満載時の漁獲物搭載量は、約１４.４ｔであった。 

 主機は、平成１８年３月に約１０年間使用された中古の主機関に換装さ

れたものであったが、年間約１,０００～１,２００時間使用され、平成２

１年１１月に主機の全シリンダについて連接棒ボルトの交換（約２８kgmの

トルク締付け）と燃料噴射弁のノズルの交換及び噴射圧力の調整が実施さ

れた。その後、燃料噴射弁については、適宜、点検及び整備され、また、

潤滑油は、約３００時間の運転ごとに潤滑油全量（約７０ℓ）及び同油のこ

し器フィルタが交換され、いずれも良好な状態であった。 

本船は、満載状態で帰航中、負荷が大きい状態において、連続最大回転

数に達しない回転数で排気温度が基準値の限界に達した状態により運転さ

れ、平成１９年１０月に主機の２番、平成２０年１月に１番及び３番並び

に平成２１年１１月に４番、５番及び６番の各シリンダのピストン及びラ

イナが、それぞれ焼き付き、交換されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、比田勝港北東方沖において漁獲物を

満載して同港へ帰航中、主機の２番シリンダの

ピストンが過熱膨張してライナに焼き付き、ピ

ストンが割損したことから、主機の運転ができ

なくなり、運航不能となった可能性があると考

えられる。  

主機は、漁獲物を満載して負荷が大きい状況

下、連続最大回転数に達しない回転数で排気温

度が使用限界値に達したトルクリッチの状態に

おいて運転されたことから、２番シリンダのピ

ストンが過熱膨張したものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、比田勝港北東方沖において漁獲物を満載し

て同港へ帰航中、主機がトルクリッチの状態で運転され、２番シリンダの

ピストンが過熱膨張してライナに焼き付き、割損したため、主機の運転が

できなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・主機は、排気温度が運転基準値を超えないように運転すること。 

 

 




